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はじめに 

府中市市民協働推進会議（以下「当会議」と言います。）は、令和６年４月２６日付けで、

高野市長から、「(1)市民協働の取組の進捗管理について」、「(2)価値共創促進事業の候補事

業の選定について」、「(3)府中市クラウドファンディング型ふるさと納税活用公益活動支援

事業補助金『ファンファーレ』の交付予定事業候補の選定について」、「(4)府中市市民協

働の推進に関する条例について」及び「（5）その他市民協働の推進に関し、市長が必要

と認めること」の５点について検討を行い、答申するよう諮問を受けました。 

 

「(1)市民協働の取組の進捗管理」については、昨年度と同様、協働のまちづくりをよ

りよい暮らしにつなげることを目指し、令和４年度から令和１１年度までの８年間を計画

期間とする「第７次府中市総合計画」の中で施策ごとにあげている「協働により推進した

い取組」の進捗状況と、令和５年度に実施した協働事業について確認するとともに、提案

型協働事業および価値共創促進事業の評価を行いました。 

 

「(2)価値共創促進事業の候補事業の選定について」および「(3)府中市クラウドファン

ディング型ふるさと納税活用公益活動支援事業補助金『ファンファーレ』の交付予定事業候

補の選定について」は、委員のうち３名で構成する市民協働推進会議協働事業選定・評価部

会（以下「部会」と言います。）での審査結果に基づき答申するため、「(2)価値共創促進事

業の候補事業の選定について」は、今後審査後随時、答申いたします。 

 

「(3)府中市クラウドファンディング型ふるさと納税活用公益活動支援事業補助金『ファ

ンファーレ』の交付予定事業候補の選定について」は、令和６年５月２４日に行われた公開

プレゼンテーションおよび部会による審査結果を受け、令和６年５月３１日付「６府市会発

第１号」にて答申いたしました。 

 

「(4)府中市市民協働の推進に関する条例について」は、これまで府中市が「市民

協働都市」として「市民協働都市宣言」と「市民協働に関する基本方針」に基づいて積み重

ねてきた取り組みを最大限尊重し、より一層の推進を図り、将来へと確実に引き継がれるよ

う行われなければなりません。市制７０周年を迎えた本年、昨年諮問を受け、検討した今回

の「理念的条例（案）」は、府中市の市民協働についての宣言や基本方針（基本事項）の発信

を担うものとなることを期待し、多くの市民にとって理解しやすく、また親しみを持っても

らえる条例になることを望み、意見をまとめました。 

市民協働の取組は、市民及び市において、これまで都市宣言、基本方針に基づき進めてき

た取組を最大限尊重した上で、より一層の推進を図り、将来へと確実に引き継がれるよう、

行われなければならないものとします。 

 

加えて、「（5）その他市民協働の推進に関し、市長が必要と認めること」として、価値共創

促進事業の今後のあり方（事業名称の変更含む）並びに 「提案型協働事業」の今後のあり方

（復活を含む）についても意見をまとめました。 

 



 

 

 

ここに当会議における検討結果について、答申として提出させていただきます。なお、第

３の答申については該当の案件はありませんでした。 

この答申が既存の協働事業の取り組みの維持や発展、また、新たな課題への対応につなが

り、この意味で、量と質を更に向上させ、「協働によるまちづくり」に資することはもとよ

り、「市民協働都市」の実現につながることを期待します。 

 

 

府中市市民協働推進会議 
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同   井 上 雅 允 

同   坂 牧 早 苗 

同   鈴 木 琢 真 

同   関 谷  昴 
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Ⅰ 市民協働の取組の進捗管理について 

１ 令和５年度の市民協働の取組実績 

(1) 第７次府中市総合計画「協働により推進したい取組」の進捗 

第７次府中市総合計画では、分野別の施策ごとに「協働により推進したい取組」をあげて

おり、「４年間で協働により推進したい具体的な取組」、「今年度の方針」、「今年度の取

組実績」、「今年度の取組実績評価」、「次年度の方針」の５項目で各施策の主管課が進捗

を管理し、自己評価を行っています（以下、「施策評価」と言います。各施策の詳細は参考

資料４）。 

 

そのうち「評価」については５段階で行い、【表１、２】のとおりの結果となりました。

「１.未着手」の施策が０件（前年４件）、「２. 協働による実施を検討した」が９件（前年

７件）、「３. 協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である」が１５件（前

年４１件）、「４. 協働で実施したことにより、何らかの効果を市民に還元できた」が４０

件（前年１５件）、「５. 協働で実施したことにより、課題の解決に結びつく成果を市民に

還元できた」が５件（前年２件）となりました。 

 

  評価段階 

1 未着手 

2 協働による実施を検討した 

3 

※ 

協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である 

（R4評価指標：協働により実施した） 

4 

※ 

協働で実施したことにより、何らかの効果を市民に還元できた 

（R4評価指標：協働による相乗効果を得ることができ、その効果を市民に還元することができた） 

5 

※ 

協働で実施したことにより、課題の解決に結びつく成果を市民に還元できた 

（R4評価指標：これまで対応が難しかった課題や新たに生じた課題に協働で解決策を導き出すことができた） 

※３～５については、前年から評価指標が異なります。 

 

【表１】各施策の評価      単位：件 

評価段階 R4年度 R5年度 

未着手 4 0 

実施検討 7 9 

実施/効果不明 41 15 

実施/効果還元 15 40 

実施/課題解決 2 5 

合計 69 69 

 

【 凡 例 】   ■未着手 ■実施検討 ■実施/効果不明 ■実施/効果還元 ■実施/課題解決 

  

13%

22%

58%

7%

R5年度

6%
10%

59%

22%

3%

R4年度
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【表２】施策分野別の評価（令和５年度）                             単位：件 

評価段階 保健・福祉 生活・環境 文化・学習 都市基盤・産業 

未着手 0 0 0 0 

実施検討 3 1 2 3 

実施/効果不明 4 4 2 5 

実施/効果還元 13 8 12 7 

実施/課題解決 0 1 3 1 

合計 20 14 19 16 

 

    
 

【表１】のとおり、令和４年度と比較して「未着手」の段階にある取組がなくなってい

るのは前向きの進展として評価できます。今後は、令和５年度で「実施検討」の段階になっ

ている９件について、「実施」の段階になるよう努力することが期待されます。 

 

「実施」された取組についても、令和４年度と比較すると、「実施／効果不明」の段階

にあるものが４１件から１５件に減少したのに対して、「実施／効果還元」の段階にある

ものが１５件から４０件に増加していること、「実施／課題解決」の段階にあるものが２

件から５件に増加していることを鑑みると、全体として順調に進展していると評価できま

す。 

 

他方、分野別にみると、「保健・福祉」分野では、「実施/効果還元」が１３件で、４分

野の中では最多であるのにもかかわらず、「実施/課題解決」は０件で、４分野のなかで最

下位です。「保健・福祉」分野での課題解決に至る施策の実現が今後期待されます。課題

解決に至る施策の数を増やすためには、協働による取り組みの効果が還元しやすい分野を

中心に有効なノウハウや手法等を蓄積し、他の分野と共有していく必要があると考えます。 

 

  

15%

20%

65%

保健・福祉
0%

7%

29%

57%

7%

生活・環境
0%

10%

11%

63%

16%

文化・学習
0%

19%

31%

44%

6%

都市基盤・産業
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(2) 令和５年度に実施した協働事業 

令和５年度に実施した協働事業の概要や協働先、協働の形態について確認するため「令

和５年度協働事業実績調査（以下、「実績調査」と言います。）」を実施しました。 

 

■委託、事業協力、共催、実行委員会・協議会、補助による協働について 

令和５年度に委託、事業協力、共催、実行委員会・協議会、補助のいずれかの方法で

実施した協働事業は１９４件、うち新規事業数は２６件でした。協働の形態としては事業

協力（市主体）のものが最も多く、協働先としては目的型活動団体が最も多くなりました

（各事業の詳細は参考資料５）。 

 

【表３】委託、事業協力、共催、実行委員会・協議会、補助による協働 

実施事業数 １９４件（前年度－１） 

延べ協働先団体数 ※複数の団体による協働事業があるため ２２０件（前年度－１） 

 

【表４】                           【表５】 

協働の形態  協働先 

委託 ３９件  地縁型活動団体 ２０件 

事業協力（市主体） ８１件  目的型活動団体 ８５件 

共催 ４０件  教育機関 ３６件 

実行委員会・協議会 ２１件  事業者 ７９件 

事業協力（市民主体） ２７件  合計 ２２０件 

補助 １２件    

合計 ２２０件    

※複数の団体による協働事業の場合、団体によって「協働の形態」が異なる場合があります。  

 

  
 

  

17.7%

36.8%18.2%

9.5%
12.3%

5.5% 委託

事業協力（市主体）

共催

実行委員会・協議会

事業協力（市民主体）

補助

9.1%

38.4%

16.4%

36.1% 地縁型
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教育機関

事業者
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■「市民協働の原則」（「府中市市民協働の推進に関する基本方針」）等の認識について 

「府中市市民協働の推進に関する基本方針」（以下、「基本方針」）は、市民（個人）、自

治会・町内会、コミュニティ協議会、自治会連合会、ＮＰＯ・ボランティア団体、教育機

関、事業者、市などの各主体同士が協働して地域課題を解決し、誰にとっても心ゆたかに

暮らせるまちの実現に寄与することができるよう、協働関係を築く上での協働の主体、原

則、協働の形態など、基本的な事項を定めることを目的とし、この目的を実現するために、

協働事業を実施する主体が、事業を進めるにあたって尊重する必要のある以下の６つの

「市民協働の原則」を定めています。 

 

⑴ 目的共有の原則 

地域課題の解決や社会的な目的の実現に向け、公益的な価値を相乗的に生み出すため

に協働することを相互に理解・認識します。 

⑵ 対等の原則 

対等な協力関係にあるとの認識の下、役割分担を明確にして、それぞれが責任を持っ

て取り組みます。 

⑶ 相互理解の原則 

対話を通じ、十分なコミュニケーションを図り、互いの立場や特性について理解を深

めるとともに、信頼関係を築きます。 

⑷ 自主性尊重・自立化の原則 

それぞれの特性や長所をいかせるよう、その自主性を尊重するとともに、各主体が自

立して活動できるよう、取組を進めます。 

⑸ 評価の原則 

協働の質や効果を高めるため、一定の時期に協働事業を客観的に評価・検証します。 

⑹ 情報公開の原則 

透明性を高め、信頼関係を築くため、協働事業に関する情報を積極的に公開します。 

 

事業協力、共催、実行委員会・協議会、補助のいずれかの方法で実施した全１９４件

の事業について、６つの「協働の原則」を意識して進めることができたかどうか「はい」

「どちらともいえない」「いいえ」のいずれかで回答を依頼したところ、いずれの原則に

ついても大多数の事業が「はい」と回答しましたが、「いいえ」と回答した事業がありま

した。 
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【表６】各事業を実施する際「市民協働の原則」「win-winの関係」を意識しましたか。単位：件 

 目的共有 対等 相互理解 
自主性尊重・

自立化 
評価 情報公開 win-win 

はい 
192 191 192 185 162 176 182 

99.0% 98.5% 99.0% 95.4% 83.5% 90.7% 93.8% 

どちらとも 

いえない 

2 3 1 7 24 15 9 

1.0% 1.5% 0.5% 3.6% 12.4% 7.7% 4.6% 

いいえ 
0 0 1 2 8 3 3 

0% 0% 0.5% 1.0% 4.1% 1.5% 1.5% 

 

「はい」と回答した件数が多かったのは順に「目的共有の原則（１９２件）」、「相互理

解の原則（１９２件）」、「対等の原則（１９１件）」で、一方「はい」と回答した件数が他

の「市民協働の原則」と比べ少なかったのは「評価の原則（１６２件）」で、「いいえ」と

回答した事業が計８件あり、全体の４．１％となりました。  

 

一定の時期に事業を客観的に評価・検証することは、協働の質や効果を高めるために重

要ですが、「いいえ」と回答した事業の担当課の協働共創推進課にヒアリングをしたとこ

ろ、「事業実施後やその過程で評価を行うことを認識していなかった」という声が多く、

そのほかに「事業実施後の評価シートを作成することに業務上の負担があり、事業実施前

や最中に比べ意識が薄れてしまった」などという声がありました。 

「基本方針」についての理解や「基本方針」を理解するための担当課の協働共創推進課

の日常の取り組み等における問題点が確認できました。 

 

また、「win-winの関係」については、「協働で実施する意義として市側と協働の相手側

の双方にメリットがあることが重要である」という説明のもと調査がなされたものでした

が、今後、その定義についても明確に定めていく必要があると考えます。 
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■協働の成果に関する評価 

また、「施策評価」では、分野別の施策ごとに「協働により推進したい取組」の進捗状況

を５段階で評価しましたが、今回は事業単位でも進捗を確認するため、同様の設問を「実績

調査」にも設けました。 

 

全１９４件の事業について、「１．協働で実施したが、市民への還元効果については不明

確である」「２．協働で実施したことにより、何らかの効果を市民に還元できた」「３．協

働で実施したことにより、課題の解決に結びつく成果を市民に還元できた」の３段階で回答

を依頼したところ、次のような結果になりました。 

 

【表７】事業度との協働の成果に関する評価 

 評価段階 件数 割合 

１ 協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である １７件 ８．８% 

２ 協働で実施したことにより、何らかの効果を市民に還元できた 124件 63.9% 

３ 協働で実施したことにより、課題の解決に結びつく成果を市民に還元できた ５３件 27.3％ 

 

「２．協働で実施したことにより、何らかの効果を市民に還元できた」と回答した事業

が６３．９％の１２４件となり、６割強と最も多くなりました。また「３．協働で実施し

たことにより、課題の解決に結びつく成果を市民に還元できた」と回答した事業が２７．

３％の５３件、３割弱となりました。「何らかの効果を市民に還元できた」と「課題の解

決に結びつく成果を市民に還元でした」の合計は、９１．２％と９割を超えており、「市

民への還元」もほぼ達成されていると判断できます。 

 

しかし、「１．協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である」と回答

した事業が８．８％にあたる１７件あり、下記の評価作業を含め、その原因の具体的分析

と具体的対応が必要であると考えます。 

 

【表８】「協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である」と回答した事業について 

 目的共有 対等 相互理解 
自主性尊重・

自立化 
評価 情報公開 win-win 

はい 
15 17 17 13 11 15 15 

88.2% 100% 100% 76.5% 64.7% 88.2% 88.2% 

どちらとも

いえない 

2 0 0 2 4 2 0 

11.8% 0% 0% 11.8% 23.5% 11.8% 0% 

いいえ 
0 0 0 2 2 0 2 

0% 0% 0% 11.8% 11.8% 0.0% 11.8% 
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「１．協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である」とされた１７事

業について、「協働の原則」「win-winの関係」についてどのように回答していたかを確

認すると、「いいえ」と回答した件数は「自主性の尊重・自立化の原則」「評価の原則」

「win-winの関係」がそれぞれ２件ずつと相対的に多くなりました。このことから「１．

協働で実施したが、市民への還元効果については不明確である」と回答した理由には、成

果が見られなかっただけでなく、事業実施後の評価作業ができていない事業があることが

わかりました。 

 

また、「協働の原則」がすべて「はい」になっていても「１．協働で実施したが、市民

への還元効果については不明確である」となっている事業もあります。そのように評価さ

れた事業については、その理由をあわせて回答してもらう必要があると考えます。 

 同じく「協働の原則」について「はい」以外の判断がなされた事業についてもその理由

を調査することが望まれます。 

 

■後援・協賛、制作過程への参画、パブリックコメントについて 

後援・協賛の件数は、府中市後援分が１３６件から１５８件へと２２件増加し、教育委

員会分も８２件から９８件へと１６件増加しました。また、政策過程への参画を示す、審

議会等の附属機関の開催状況は７８件から８６件へと８件（１０．３％）増加しました。

その他の会議は１６件から１５件へと１件減少しましたが、ほぼ横這いとなっています。 

 

また、パブリックコメントの実施件数は、６件から７件へとほぼ横這いでしたが、提出人

数は２６件から６８件へと４２件（１．６倍）増加し、提出意見数も１１２件から１４１件

へと２９件（２５．９％）増加しました。 

 

【表９】後援・協賛、政策過程への参画、パブリックコメント 

 令和４年度 令和５年度 増減 

後援・協賛 
府中市後援 １３６件 １５８件 ＋２２件 

府中市教育委員会後援 ８２件 ９８件 ＋１６件 

政策過程への参画 
附属機関 ７８件 ８６件 ＋８件 

その他の会議 １６件 １５件 －１件 

パブリックコメント 

実施件数 ６件 ７件 ＋１件 

提出人数累計 ２６件 ６８件 ＋４２件 

提出意見累計 １１２件 １４１件 ＋２９件 
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(3) 評価 

 施策評価については、【表１】のとおり令和５年度は前年度と比較し、「効果を市民に還

元できた」にあたる回答が大幅に増え、評価段階があがった事業が増えました。協働とい

う手法によって市民へ与えた効果が高まったことがわかり、引き続き、地域や行政課題に

対して、解決に繋がる取組みを協働で実施していただきたいと思います。結果は素晴らし

いものだと思われますが、評価があがった原因を分析することで、今後の企画や実施プロ

セスによい影響を与える可能性があると思われます。 

 

実績調査については、【表６】のとおり「評価の原則」への意識が低く、実施後の評価を

行うこと（ＰＤＣＡサイクルの意識）が事業の見直しや次年度への改善に繋がるため、課

題解決に至る有効な事業を増やすためにも重要であると考えます。 

 

一方で、長年地域活動に貢献している委員からは、長期継続している事業では「市民協

働の原則」への意識が薄かったり、もしくは意識しなくても実行できているケースがあっ

たりすることが多々あると思われ、実際は反省会などできちんと振り返りをしていても

「市民協働の原則」の視点から調査すると回答に反映されない事業もあるのではないかと

いう意見もでました。こうした団体にも改めて「基本方針」にある「市民協働の原則」を

意識してもらうことで、地域の活動や事業の質がさらによいものになると思います。 

 

調査の方法に関しては、「施策評価」、「実態調査」ともに、効果が還元できなかったもの

についてはその理由も回答してもらうことで、次に活かせるのではないかと思います。ま

た、「実績調査」では協働の領域に関する設問がなかったため、市と市民が事業にどの程度

関わったかがわかりませんでした。進捗状況を確認するためには、目標値を設定し、それ

に対する現状を図ることによって、課題の把握につなげていくことが肝要であると考えま

す。もしくは、過去からの各協働事業数や質の違いの推移を示すことも参考になると考え

ます。 
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２ 令和５年度提案型協働事業および価値共創促進事業 

協働事業提案制度は、市民のアイデアやノウハウを活かした事業の提案を募集し、市民

と市が協働で事業を実施することで、地域課題の解決を目指すための制度です。この制度

で実施する事業には、市民の自由な発想に基づき協働事業を市に対して提案する「市民提

案型協働事業」と、市が地域課題として掲げるテーマに基づき協働事業を市に対して提案

する「行政提案型協働事業」の二種類があります。 

 

また、価値共創促進事業は、府中をよりよいまちにするため、市民活動団体やＮＰＯ法

人、企業などと市との共創により、これまでにない新たな事業を実施し、多くの市民に価

値を提供することを目的とした事業です。こちらは市が提示した行政課題のテーマに沿っ

て提案する「テーマ型」と、市民の自由な発想で提案する「フリー型」の二種類がありま

す。 

 

(1) 今年度の評価に当たって（評価の視点） 

令和５年度は、提案型協働事業については行政提案型協働事業１事業、市民提案型協働

事業３事業、価値共創促進事業２事業の計６事業を実施し、「府中市提案型協働事業評価

制度実施基準」および「府中市価値共創促進事業評価制度実施基準」に従って、部会で

評価を行いました。 

 

協働事業で相乗効果や成果を得るには、「市民協働の原則」を踏まえ、お互いを尊重し

役割や強みを理解するとともに、目的を共有し、同じ方向を向いて事業を進めることが大

切で、役割分担を事前に明確にすることや、他の主体や市の各主管課を巻き込むことなど、

双方が強みを活かして積極的に取り組むことが重要です。 

 

よって、評価にあたっては事業の結果だけではなく、目的やゴールイメージの共有がで

きているか、適切な役割分担ができているか、協働による相乗効果が発揮されているか等、

協働の視点を意識しています。 

 

今年度は、昨年度当会議で出た意見をもとに、評価基準の配点を見直しました。従来は、

評価基準の各評価項目について市側、団体側のそれぞれが達成できたかを０点または１点

で評価し、両方に１点が付いた場合のみ得点になる方法を取っていましたが、柔軟な採点

がしにくいため、市側、団体側ともに３点ずつ付与し、段階的に加点できるようになりま

した。 

 

また、価値共創促進事業については、地域課題の解決のため、協働による新しい視点と

解決方法における新しい方法が見つけられるかどうかも確認する必要があるため、「協働

による斬新性」という評価項目を追加しました。 
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(2) 各事業に対する第三者評価（各論） 

     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

S 
事業名称 市内公園を活用したコミュニティガーデンの創出 

事業実施者 act634 府中/都市整備部公園緑地課 

事業目的 

公園や街の美化を「自分ごと」として捉える市民を増やす。公園を地

域のコミュニ ティを再生・創出していく場として再生する仕組みづく

りを行う。 

事業内容 府中コミュニティガーデン講座の実施 

事業目標 
講座を通じて、今後市内にコミュニティガーデンを広げていく人材育

成及び仕組 みを構築する 

制度名 行政提案型協働事業 

  

１ 評価結論 

S:協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携や今

後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるなど、協働事業として優れ

ており、更なる発展が期待できる。 

行政と団体が同じ目線で課題を認識し役割分担を行い、事業を実施できて

いたことが評価できる。また、市民が自主的に活動できる協働の仕組みづく

りがされており、将来的に各地で展開できる持続可能な事業として期待でき

る。 

２ 事業について 

市民自身による入念な現状把握と協働による作業の進め方など団体として

のノウハウ、実績が伴っており、新たに活動を展開した地域の事例や特徴

を、他のエリアと比較し、仕組構築を検討するなど新たな視点と解決方法を

模索できている。 

３ 協働の視点に

ついて 

行政と団体が共通認識を持って課題解決に取り組めており、お互いの強み

を生かした成果をあげられた。１年目に関わりを持った自治会連合会との連

携、地域住民と親しくなるための努力が垣間見えた。また、団体間の情報共

有については YouTubeやオープンチャット等の SNSを有効活用するなどの

工夫がなされていた。 

４ 今後の展望や

様々な主体間と

の連携 

市民が自主的に活動できる協働の仕組みづくりがなされており、講座修了

生がインフラ管理ボランティア制度「府中まちなかきらら」に登録して活動を

継続するなどの持続性や連携の可能性が生まれた。一方で、コミュニティ

ガーデンの普及のための講座手引きを作成するには、各地域での事例

データが不足するとの報告があったため、今後も事業を継続する中で、人

材育成及び仕組みの構築により、本事業を普及啓発していくことを期待す

る。 
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     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

B 
事業名称 うたうまち府中プロジェクト 

事業実施者 
うたうまち府中プロジェクト実行委員会/文化スポーツ部文化生涯学習

課 

事業目的 
アウトリーチや音楽会を実施することで、府中市の音楽を取り巻く環

境を広げることに貢献 

事業内容 幼保施設や小学校へのアウトリーチ活動及び音楽会を実施 

事業目標 多くの市民に参加してもらい、音楽があふれる街を目指す 

制度名 市民提案型協働事業 

  

１ 評価結論 

B:協働の原則に基づき取り組んでいるが、一部又は一方に理解のずれがあ

るため、より一層意識して協働事業に取り組むなど、一部改善の必要があ

る。 

演奏者の個性は活かされていたようだが、「ロゴプロジェクト」普及活動に大

きく課題が残った。音楽は多様な連携が実現できると思われるため、府中市

内の音楽活動団体との連携を視野に入れるなど、より効果的に事業展開す

る余地があったように見受けられた。 

２ 事業について 

アウトリーチ活動に関して、開催要望に対して演奏会の開催回数も少なく、

イベント実施ノウハウが不足していた印象がある。事業普及のための「ロゴ

プロジェクト」については、PR活動自体ができておらずロゴが市内に認知さ

れていない印象が強い。他の団体や行政等との協働により、お互いの強み

を生かした方法の検討が必要である。 

３ 協働の視点に

ついて 

市内の校長会との連携により、小学校、保育園と繋がったことは事業に幅

ができ、評価できる。行政と連携が深い社会福祉協議会、わがまち支えあ

い協議会等との連携を通して、より広域的な活動にすることで魅力的な事業

になる。また、団体そのものが成長途中、かつコミュニケーションが不足して

いるように見受けられたため、お互いの立場を理解した工夫を図ってほし

い。 

４ 今後の展望や

様々な主体間と

の連携 

音楽という可能性を用いて、団体会員とのコミュニケーションを引き出すだけ

でなく、他の音楽団体等と協働することによる相乗効果を期待したい。また

今回の事業の検証をしていただき、活動の幅を拡大していくことや事業の継

続に向けて取組み、府中市が音楽あふれる街となることに期待する。 
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     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

A 
事業名称 府中市・共生タウン化プロジェクト 

事業実施者 府中視覚障害者福祉協会・福祉保健部障害者福祉課 

事業目的 

府中市の市民・行政・民間事業者に対して「合理的配慮の提供」に対

する理解を 促し、府中市における共生社会の実現に向けた様々な取り

組みを推進する。 

事業内容 
①意識啓発セミナー ②機器の展示会 ③共生タウン化実証実験 ④シ

ンポジウム 

事業目標 合理的配慮の提供に対する市民・行政・民間事業者の理解促進 

制度名 市民提案型協働事業 

  

１ 評価結論 

 A:協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携や

今後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるが、課題への対応など

一部改善することで、更なる発展が期待できる。 

事業目的が明確であり、実証実験、アプリ開発等の新規事業への挑戦は評

価できる。しかし、イベント当日の運営や行政との協働について一部改善が

必要である点などがあった。今後は他の様々な主体と連携を検討するな

ど、障害者への合理的配慮についてより深く理解してもらえるよう取り組む

ことに期待する。 

２ 事業について 

視覚障害がある方も府中のまちを歩けるようにしたい、という課題が明確で

ある。また、アプリの開発に挑戦し取り組んだことも協働による斬新性が高く

評価できる。 

３ 協働の視点に

ついて 

 社会福祉協議会、自治会との繋がりを持ったことで、団体の志気があがっ

たように見受けられた。しかし、行政との連携不足による広報や事業実施の

準備不足の印象がある。イベント開催時における行政側のサポート体制、

配慮が不十分だったように見受けられたため、より行政側が「協働」し、事業

を進行すべきだった。  
４ 今後の展望や

様々な主体間と

の連携 

団体が行政のサポートを受け社会福祉協議会との連携を深めていき、合理

的配慮について民間事業者、市民に理解してもらえるような取組を強化して

取り組むことに期待する。 
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     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

B 
事業名称 ヤギがつなげるまちづくり 

事業実施者 新町小のたっと、市民協働推進部協働共創推進課 

事業目的 
ヤギや小動物を介した地域交流イベントの実施やふれあいの場をつく

り、色々な 人が交流することで、地域コミュニティの活性化を促す 

事業内容 
ヤギや小動物を介した地域交流イベントの実施やふれあいの場をつく

り、色々な人が 交流することで、地域コミュニティの活性化を促す。 

事業目標 様々な主体と連携する仕組みづくりを行う。 

制度名 市民提案型協働事業 

  

１ 評価結論 

 B:協働の原則に基づき取り組んでいるが、一部又は一方に理解のずれが

あるため、より一層意識して協働事業に取り組むなど、一部改善の必要が

ある。 

ヤギ・小動物のふれあいイベントについて、参加者アンケートの満足度が高

かったことは評価できる。ヤギの活用をきっかけに、高齢者同士の交流機

会の創出や災害時の避難方法の周知など、複数の目標があるため課題認

識や目的の共有を徹底し、今後も協働の手法により動物にも優しい、人にも

優しい事業を取り組むことに期待する。 

２ 事業について 

ヤギ・小動物のふれあいイベントは市民からも好評、かつ地域との連携も図

れており、府中市の強みとなりうる事業である。しかし、災害時における動物

との共生の大切さに関しては目的・目標を正しく定める必要がある。 

３ 協働の視点に

ついて 

シルバー人材センター、東芝等との繋がりを持てたことは評価できる。事業

が開始された目的、意義が実践と結びつかないが、活動自体は大変良い。

予定されていたイベントが実施できなかったことからも、今回の検証結果を

反映し、協働による相乗効果が生まれるよう工夫していただきたい。 

４ 今後の展望や

様々な主体間と

の連携 

ヤギ・小動物のふれあいイベントの実施数を増やし、事業に参画する市民

と、地域貢献の視点で参画する企業等との連携に向けて取り組み、地域コ

ミュニティの創出や活性化に繋がることを期待する。 
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     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

A 
事業名称 循環型再生アクリル板「リアライト」を使用した SDGs 普及啓発事業 

事業実施者 緑川化成工業株式会社・政策経営部政策課 

事業目的 

SDGs ポスターコンクールの実施に当たり使用する物品等を、回収したアク

リル 板を原料とするリアライトで作成する。また、環境に配慮した手法に

よる作成まで の一連の流れを周知することで、SDGs の啓発を行う。 

事業内容 

環境に配慮した手法により、ポスターパネルと SDGs ポスターコンクール

参加賞としてのフォトフレーム、SDGs 啓発物品の定規をリアライトで作

製。 府中市民協働まつりにおいて、SDGs ポスターコンクールの入賞作品

及びリアライトの展示、表彰式を実施。展示会場では、アンケートを実施

し、回答者へは SDGs 啓発物品の定規を配付。 

事業目標 市民の SDGs に対する関心・意識を高める。 

制度名 テーマ型価値共創促進事業 

  

１ 評価結

論 

 A:協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携や今後の

展望に向けて積極的に取り組む意欲があるが、課題への対応など一部改善する

ことで、更なる発展が期待できる。 

SDGsに取り組む市民を増やし、持続可能なまちづくりの実現に繋げる考えは素

晴らしい。SDGsポスターコンクールの申請件数が少なかったため、ＰＲに力を入

れるなどの工夫を行うことで啓発と実践が相まってより多くの市民に効果を還元

できると共に、協働の手法でより事業を最大化していくことに期待する。 

２ 事業に

ついて 

市民協働まつりに参加することで、行政連携に着手できたように見受けられた。 

団体、行政双方で課題の共有は十分できていたものの、行政内の課題だけでな

く、府中市内で捉え、行政以外の主体とも事業展開することでより相乗効果が生

まれる事業になるとよい。 

３ 協働の

視点につい

て 

行政と民間の「協働」部分が弱いように見受けられたが、SDGsの啓発だけではな

く、実際に環境に配慮した手法で啓発物を作成するという実践も伴っており、その

点は評価できる。 

行政と課題や解決方法を共有し、再生アクリルを活用した製品のバリエーション

の検討や、入園式や入学式等のタイミングで配布するなど、改善に向けて工夫し

ていただきたい。 

４ 今後の

展望や様々

な主体間と

の連携 

協働の手法を含め、改善を繰り返すことにより広範囲で精度の高い事業、普及啓

発をすることに期待する。 
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     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

A 
事業名称 コミュニティバスデジタル化促進事業 

事業実施者 RYDE 株式会社・都市整備部計画課 

事業目的 

将来的にコミュニティバス「ちゅうバス」をデジタル化し、イベン

ト・商業施設との連携やデータ分析を実施するための検討の一環とし

て、１回乗車無料分を含めたデジタルチケット販売等の実証実験及び

アプリ上での利用者アンケートを行う。 

事業内容 
コミュニティバス「ちゅうバス」のデジタルチケット販売 利用者アン

ケート デジタルチケットの利用データ分析 

事業目標 将来的なデジタル化に向けた課題、利用者の意見、利用傾向等の把握 

制度名 フリー型価値共創促進事業 

  

１ 評価結論 

 A:協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携や

今後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるが、課題への対応など

一部改善することで、更なる発展が期待できる。 

利用者アンケートでは RYDEアプリの使い勝手の向上が挙げられており、

市が展開する他の課のアプリ（ごみ分別アプリ等）との一体化の検討など、

改善の余地がある。今後、路線バスの再編に向けて、買い物困難者などの

不利益を被っている市民への還元、商店街を通じての地域活性化を図るよ

うな取組みに期待する。 

２ 事業について 

乗客データの収集による課題の抽出が可能で、今後の路線バスの再編計

画等の検討材料になり得る。課題解決には至っていないが、コミュニティバ

スのデジタル化への挑戦は中長期的な視点での市民への還元が期待で

き、評価に値する。 

３ 協働の視点に

ついて 

事業開始前に市民への利点・欠点を団体と行政ですり合わせを行ったのか

が疑問である。 

また、行政との「協働」が弱く、単なる団体と京王バスとの連携のような印象

が強い。行政が当該データを有効に活用し、市内で開催される地域イベント

や各商店との連携をすることで、市民への利点や公益的な価値が見えてく

ることはよい。 

４ 今後の展望や

様々な主体間と

の連携 

今後の展開については説明がなかったが、府中市内商店街とのクーポン券

等での連携、買い物困難者への支援などを通し、地域活性化や誰もが住み

やすいまちに繋がることを期待する。ただし、本事業の効果が出るのには時

間がかかると思われる。 
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(3) 各評価を通して共通して感じられたこと（総論） 

令和５年度提案型協働事業および価値共創促進事業の評価については、評価基準におけ

る配点を変更し、採点方法を見直したことにより、市側と団体側それぞれの関与度合いを

評価しやすくなりました。市民団体としては、事業に応募し採点してもらうことによって、

不採択になったとしても新しい視点を取り入れるきっかけになると思います。 

 

各第三者評価シートを見ると、協働に慣れている団体と、協働に慣れていない団体との

差が激しく出ていると見受けられます。協働に慣れている団体に関しては評価も申し分な

く、また結果も出ており素晴らしいですが、慣れていない団体や企業との協働に関して、

もう少しフォローする体制があるとよいと考えます。 

 

また、事業実施後は、振返り（取組実施前の計画段階から実施後の振返り）を、事業実

施者と評価者（部会）の双方が行うことで、取組みのノウハウが蓄積され、協働のレベル

があがることを期待します。 

 

今後については、価値共創促進事業の実施にあたっては募集要領にも記載があるとおり、

これまでの協働事業と同様に「市民協働の原則」を意識するよう改めて周知することで、

府中市ならではの事業実現、取組主体や取組態勢が生まれるのではないかと思います。 

 

(4) その他の意見 

・価値共創促進事業は、基本的には提案型協働事業をベースとし、その発展系として新しい

価値の創出に焦点をあてた事業と位置付けていると理解した。しかし、また実際に事業を

提案する市民や行政が、これら二つの協働事業の関連性や特性を十分理解しているかもわ

からない。 

・単純明快な制度が最も受け入れやすい。窓口を一本化し、提案内容により振り分けるアド

バイスができる専門相談窓口を設置し、その役割を明らかにすることが、より活発な価値

共創を含めた協働事業の推進に貢献できると考える。 

・各事業の応募対象について、事業としてのレベルが未達であったとしても市民がやりた

いことに対して力を貸してもらえるものなのか、あるいは自治体ができないことを市民

に任せたいという意味合いなのかがわかりにくく、応募できるはずなのに、できていない

人がいると思う。 

・価値共創促進事業については、「共創の窓口」のホームページに行政提案課題が多く挙げ

られており、市民がアイデアを提案しやすいフォームになっていると感じた。 

・市民を応援する窓口になってきていると思う。 

・申請前からマッチングやその準備に関する行政と市民とのコミュニケーションがなく、準

備段階から解決課題を明確にしたり、どのような協働手法をとるべきかという「協働」の

形態が見えにくくなっている。 

・事業の周知についてはホームページへ掲載するだけでなく、マッチングに結び付けるため

の、アウトリーチ活動が重要と考える。協働共創推進課が担うのか、行政課題をあげた課

が担うのか、役割分担が必要だと思う。 
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・価値共創促進事業によって、新たな価値の創造と Win-Win の関係による共創を実現し、

多様化する地域・行政課題の解決に繋がることを期待する。 

・ 価値共創促進事業は、提案型協働事業と比べると提案のハードルがあがったと思う。 

・市民としては、提案型協働事業が価値共創促進事業に移行したことに気が付きにくい。 

・「価値共創」という名前からも難しい印象を受けるため、やわらかい表現を使ってもらえ

るとよい。 

・「事業」という言葉からは企業をイメージさせる。 

・「協働」は内容や対象が広範囲で、身近に感じにくい市民もいるのではないか思う。 

・「共創」の言葉の中身をしっかりと理解していないといけないと思うので、名称だけでも、

わかりやすいものがいい。 

  



 

19 

 

Ⅱ 府中市市民協働の推進に関する条例について 

 

１ 検討の背景 

府中市では平成２６年に高野律雄市長による「府中市市民協働都市宣言」により、「市

民協働都市」を宣言し、市民と市の協働によるまちづくりの推進についてうたい、広く市

内外に表明してきました。また、多様な主体が協働のまちづくりに参画し、協働関係を築

いていく上での基本的な事項については「府中市市民協働の推進に関する基本方針」をあ

わせて策定することで、活動時の指針としてきました。当会議ではこの基本的な前提―

「宣言」と「基本方針」―を堅持し、その上で、「条例」について検討する作業を進めま

した。 

 

市民協働の推進に関する条例の制定については、平成３０年度の市民協働推進会議にお

いて検討を行い、その検討結果としては、第６次府中市総合計画後期基本計画における各

施策の取組の協働による成果を踏まえ、改めて判断することとされました。また、令和４

年度に改定した「基本方針」においては、諸課題の一つとして、今後の市民協働の取組を

一層推進していくために、条例の制定の必要性について検討を行うこととしています。 

 

今回の諮問は「第 7次府中市総合計画前期基本計画」において定められたものではあり

ませんが、昨年度に続き、当会議では、「答申」の検討に必要で正確な情報を入手、共有

しながら、委員の主体的な判断で「答申」ができるよう進めました。 

 

２ 令和５年度の検討結果 

令和５年度における当会議では、検討結果として次のとおり答申しました。 

府中市市民協働の推進に関する条例の制定について 

【検討結果】 

当会議における今年度の検討の結果、「２ 推進会議における主な意見」のとおり条例の

内容と位置づけについて、次年度も引き続き検討することとしました。  

この度制定する条例は、「都市宣言」と同様に幅広い活動を包含できる理念的な面を持

ちながらも、市民の行動を後押しするものである必要があります。 

令和６年度の推進会議では、今年度の推進会議であがった意見についてより審議を深

め、多様な主体による協働・共創を推進する条例の制定に関する答申を目指し、取り組ん

でまいります。 

『令和４年度府中市協働業評価結果及び府中市市民協働の

推進に関する条例の制定について（答申）』より抜粋 

  



 

20 

 

３ 令和６年度の検討の経緯 

当会議では令和５年度の検討結果を踏まえて検討を進めました。まず初めに本年度の検

討の経緯を議事録からの引用を交えて詳しく述べます。 

 

(1) 第１回市民協働推進会議（４月２６日） 

冒頭、事務局による以下の説明がありました。 

令和４年度からは市民協働に関わる主管課名称を「協働推進課」から「協働共創推進課」

に変更し、これまでの「協働」に加え、「共創の窓口」の開設や令和５年度からは「価値共創

促進事業」などの新たな「共創」の取組にも着手しているところです。 

本年は、市制施行７０周年を迎えるとともに、「市民協働都市宣言」から１０年の節目を迎

える年でもあることから、これまでの市民協働の取組を更に発展させ、次の段階として、協

働及び共創に係る姿勢を市内外に広く発信し、より多くの市民に自発的に市民協働に取り組

んでいただくため、「市民協働及び共創の推進に関する条例（仮）」の制定を進めるものです。 

 

これに加えて、事務局担当課の協働共創推進長から、条例の種別および市からの条例の

方向性（案）として、以下の説明がありました。 
 

２ 条例の種別 

市民協働を更に推進するに当たり、市内外へのＰＲに重きを置くため、基本理念や多様な

主体の責務・役割等を中心に規定する「理念中心型条例」とします。 

 

３ 条例の方向性（案） 

従来の「市民協働の推進に関する基本方針」の内容を基本としつつ、推進会議における意

見を反映し、新たに推進すべき「共創」の要素を加える必要があることから、「協働」及び「共

創」の定義についてご審議をお願いいたします。 

 

事務局から提示された「協働」と「共創」の定義（案）は以下のものでした。 
 

【定義（案）】 

協働：多様な主体が相互の立場や特性を認め、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、

公益的な目的のために連携・協力すること 

共創：多様な主体が協働することにより、これまでにない新しい公益的価値を創るととも

に、参画する主体自身にも新たに価値が還元されること 

 

加えて事務局からは、「共創」について以下の説明がありました。 

 

「共創」については、多様な主体が連携し、課題の解決に向けて取り組んできた「協働」

から更なる高みを目指し、新たな公益的価値を創出することに加え、実施主体にその価値が

還元されることをイメージしている。例としては、企業であれば営業利益や社会貢献活動等

によるイメージアップ、市民活動団体であれば会員の増加や認知度の向上などが「共創」に

よって生まれる価値にあたると考えている。 
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推進会議では、「協働」「共創」についての定義等について意見交換を行いましたが、一

致点を見出せず、継続審議となりました。「協働」については昨年度の推進会議で定義の

合意に至っていましたが、今回、「共創」について意見の一致が見られなかったのは、すで

に「協働」が定義されているところに新たに「共創」を定義することの意義はどこにある

のか、「共創」と「協働」の違い、「共創」と「協働」の関係性をどう説明するのかという

論点について一致点が見出せなかったことにあります。 

 

(2) 第２回市民協働推進会議（５月３１日） 

第２回推進会議では、具体的な条例文案の審議をおこなう予定でした。その前提として、

事務局から、「市民協働都市宣言」および「基本方針」についての説明が行われました。 

「市民協働都市宣言」は平成２６年に開催された市制施行６０周年記念式典において、市民

と市が一体となって市民協働を推進していくことを広く市内外に表明するため、府中市を「市

民協働都市」とすることを宣言したものである。「都市宣言」の法的な位置づけとしては、市

としての自己の意思、主張、方針を内外に表明することであり、法的拘束力はないが、議会の

議決を経て宣言した重みのあるものである。 

「基本方針」は誰もが市民協働をより身近に感じ、協働のまちづくりに参画する府中市の実

現を目指し、協働関係を築くうえでの基本的な事項を定めたものである。 

平成２６年に「市民協働都市宣言」とあわせて策定され、市民協働によるまちづくりを進め

る指針となっており、その後、平成２９年の市民活動センタープラッツの開設や協働（案）の

普及・啓発などに努めた結果、市民活動団体の増加や、協働の理解が広がりつつあった。 

しかし、新たな地域課題も生じており、ますます多様な主体が協働することで地域課題を解

決することが求められることから、特に協働の主体と主体をつなぐ中間支援組織やコーディ

ネーターの育成に力を入れるとともに、今まで協働していなかった主体同士をつなぐ活動に力

を入れるという内容で、「基本方針」を令和４年に改訂した。 

「基本方針」の「７ 市民協働の取組の進行管理と条例の検討」は、総合計画に掲げる施策

ごとの「協働により推進したい取組」の進捗管理を行うことで、協働の取組を確実なものにす

るとともに、今後の市民協働の取組をより一層推進していくために、条例の制定が必要である

かどうかについても引き続き検討することとされている。 

 

引き続き行われた意見交換のなかでは、「市民協働都市宣言」が作られるプロセスにつ

いては、当会議体の前身ともいえる市民協働推進協議会で、協働の必要性について分析し

ており、これが、「都市宣言」につながったこと、また、「基本方針」（改訂版）には「条例

の検討」とあり、今回は、その延長線上で諮問されているが、その背景には、当時、市民

協働における市側の責務を求める意見があったことが指摘されました。 

また、市から提出されたアンケート結果を示す資料のなかで、「府中市のまちづくりに

とって重要だと思うもの」のうち「市民参加と協働によるまちづくり」が最下位となって

いることについて、改めて問題提起がありました。これについては、「市民の協働に関す

る意識が低いような誤解を与える結果であり、本来は、実態を知るために別の方法で「市

民協働に関する意識の調査」をし、そのうえで条例について考えた方がよいと思われる」

との発言もありました。 
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担当課の協働共創推進課長からは、「基本方針の中の普遍的な理念を、恒久的に推し進

めていくためにも、市民協働都市宣言よりももう少し具体的なところを条例というかたち

で明文化し、次の世代に引き継いでいきたいと考えている」という発言がありました。 

また、事務局から「前回は、昨年度の推進会議での意見を踏まえて「共創」の定義につ

いて議論いただいたが、この会議体の中でも「共創」の解釈はそれぞれであり、統一した

定義づけが困難であるように見受けた。市としては、前回の意見でもあったとおり、条例

に「共創」について入れることでこれまでの「協働」の意義が薄れてしまう恐れがあると

のことであれば、必ずしも入れるべきものではないと考えている。」との発言がありまし

た。 

以上の議論を踏まえ、当会議としては、検討の対象とする「条例」から「共創」という

文言を外すこととしました。 

 

(3) 第３回市民協働推進会議（６月２８日） 

第３回の会議では、市民協働の推進に関する条例の制定と答申期限の延長について審

議しました。 

 

1．「市民協働の推進に関する条例の制定」の答申期限の延長 

冒頭、「市民協働の推進に関する条例の制定」の答申期限の延長について事務局から提

案がありました。当初条例の制定に係る答申期限を７月３日としていたが、第１、２回推

進会議の審議状況を踏まえ、十分な議論を行うための時間が不足することが明らかとなっ

たことから例年と同様の９月末を新たな答申期限とする、という提案でした。協議の上、

提案通りの延長が決まりました。この延長により、条例の制定を年内目標から年度内目標

に切り替え、議会についても１２月議会ではなく来年３月議会での制定を目指すこと、議

会開催期間に合わせて約３か月延伸し、９月末に答申を提案することとなりました。 

 

2．「市民協働の推進における現状課題と基本方針の振り返りについて」 

このテーマで、基本方針に基づく振り返りを行い、府中市における地域コミュニティの

拠点である文化センターを所管する地域コミュニティ課から、文化センターを中心とした

地域コミュニティの現状と課題について説明を受けました。 
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2.1 「令和５年度市民意識調査結果」における各施策の現状と課題 

このテーマについては、「令和５年度市民意識調査結果と各施策の現状と課題」におい

て、「総合計画」の施策のうち市のまちづくりにとって重要だと思う施策を５つ選択する

という設問の結果から、上位５項目を抜粋したものが紹介されました。 

「市民参加と協働によるまちづくり」については 1.5％で、全２７項目中、２７位であ

ると紹介されました。上位の５つの施策は、１位が「子ども・子育て支援の充実（全体の

37.9％）」で、地域のつながりの希薄化に伴い、孤立感・不安感を抱えている妊婦や子育て

家庭が増加しているなどの課題が挙げられています。また、２位の「災害に強いまちづく

りの推進」は、日頃から地域で互いに助け合う人間関係の構築や地域防災の要となる消防

団員の担い手が不足しているなどの課題が、３位の「社会保障制度の充実」については、

複雑化する制度をいかに理解しやすく、かつ普及させるかなどの周知面の課題が、４位の

「高齢者サービスの充実」については、少子高齢化に伴い、地域の支え手も若者より高齢

者自身が担う状況や、孤立する高齢者を地域で見守る仕組みなどの課題が、そして、５位

の「交通安全・地域安全の推進」については、地域の自主防犯活動の活発化に向けた取組

や地域安全を担うリーダーの高齢化などが課題となっていました。 

いずれも重要なテーマであり、市民協働はこれらの施策実現のための手法として役立つ

ものであると考えます。ただし、協働はあくまでも課題解決における「手段」であって、

この点で「目的」である他の施策とは性質が異なるため、他の施策と協働を並列で調査を

行うことが適切なのか担当部署に確認を依頼しました。これについては、その後、令和８

年度からの後期基本計画において調査方法を改めて検討するとの回答がありました。いず

れにしても、「基本方針」に基づく振り返りは、有効性を発揮していると判断できました。 

また、基本方針の全体の振り返りという点で、第 5章「府中市が目指す市民協働の姿と

今後の方向性」を取り上げ、７つの重点取組に着目して深く振り返りをし、取組の進捗に

ついて整理しました。 

 

取組１「市民協働に関する効果的な意識啓発」 

取組２「職員の協働に関する実践力の向上」 

取組３「市民協働の拠点としてのプラッツや文化センターの活用」 

取組４「多様な主体同士の連携の拡充」 

取組５「市民協働を促進する環境の整備」 

取組６「コーディネート機能の拡充」 

取組７「市民協働の取組の進行管理と条例の検討」 

 

これを踏まえ、地域課題を解決するため、また各主体を後押しするための有効な「手段」

となり得る「協働」を推進するためという観点から、条例の必要性について審議を行うこ

とを確認しました。 
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2.2 文化センターを中心とした地域コミュニティの現状と課題 

課題として、①協働の形を維持していくことの困難性、②持続可能な体制の整備が提示

されました。両者は関係しているが、コミュニティ協議会や自治会は人員の確保が難しい

状況であり、各種イベント等の実施も難しくなっていることや、各種イベント実施の中心

となる方が確保できず、イベントが行われなくなると、地域に住む人たちにとって地域と

のつながりや、その地域に住んでいるという実感が少なくなり、協働による地域コミュニ

ティの醸成という状況からは程遠くなってしまうことなどが説明されました。 

また、文化センターに求められる役割の整理とその課題については、事務局から以下の

ような説明がありました。 

 

文化センターは、福祉施策においても防災施策においても拠点としてのあり方が求められ

ている現状があり、そのいずれも市民の意識・関心が高い分野でもある。各職員もそのような

意識で各種業務にあたっているが、今後は更に課題解決に向けた具体的な取組を検討し実践

する能力を向上させていくことが課題であり、地域コミュニティの醸成のためにその役割を

整理していく必要がある。 

 

こうした地域課題を解決するため、また各主体を後押しするための有効な「手段」とな

り得る「協働」を推進するために、必要な条例とは何かを引き続き審議することを確認し

ました。 

委員からは、「基本方針の中でも条例の検討が書き込まれている一方で、「協働」とは異

なる「共創」という概念が新たに出てきたことで話の方向性が見えづらくなっている点が

ある。打開策としては、具体的な課題から、何が必要なのかを考える必要がある。そのた

めに地域コミュニティ課や文化センターの課題が聞けてよかった」との発言がありました。 

また、市民協働推進部長から、第２回会議で事務局から伝えられた「市として「共創」

を条例に組み込むことへのこだわりはない。」という説明があり、改めて確認がなされま

した。 
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(4) 第４回市民協働推進会議（７月２６日） 

会長より、前回会議において、条例の検討において、府中市の場合には「総合計画」と

「都市宣言」、「基本方針」があり、さらに「条例」を検討する場合のこれらの関係や条例

の要件等について質問が出されていたため、７月１８日に法制文書課に対して会長、副会

長、担当課の協働共創推進課によるヒアリングを行ったこと、また、第４回会議の冒頭で

はその結果について報告がなされました。 

会長、副会長の理解では、①「宣言」と「基本方針」は対等の関係にあり、かつ、相互

に補完する関係にある。ここで、対等かつ相互補完の関係とは、「宣言」と「基本方針」の

間には上下の関係はなく、そのうえで、「宣言」は府中市の理念を対外的に広く伝えるも

のであり、「基本方針」は宣言の目的や定義をより具体的に示し、基本的事項とともに、そ

の理念を市民と共有するためのものであること、②市民協働に関する条例は理念条例にあ

たるため、市民協働についての「市の政策や施策の目指す方向性、基本理念、市民等の責

務・努力義務等」を含んでいなければならないこと、③「市民協働都市宣言」にはすでに

「基本方針」があるため、もし仮にあらたに条例を設けるとするのであれば、条例の内容

は「基本方針」と矛盾した内容であってはならず、また、重複する内容であっては新たに

設ける意味がないこと、④「基本方針」がすでにあるなかで、新たに「条例」を設けると

すれば、その意義は「基本方針」にはない新しい要素を盛り込むことにあることを確認し

ました。 

また、市民協働推進部長からは条例には３種類あることの説明がありました。第一の委

任条例は法令法規の実施条例で、国などから降りてきたものをそのまま市が作るものであ

ること、第二の自主条例は、府中市が単独で設けられるもので、政策条例と理念条例に分

けられること、府中市の「地域まちづくり条例」は、より実効性と強制力があるものとし

ての位置づけであり、政策誘導型、もしくは実効性重視型で市民にもそれなりの責任を負

うような条例であるのに対して、今回検討しているのは、理念条例であり、ＰＲもしくは

政治的効果を重視したものであることが説明の趣旨でした。 

上記の法制文書課からのヒアリング結果である、「宣言」、「基本方針」、「理念的条例」の

関係並びに性格についての認識を当会議において共有したうえで、条例についての審議を

進めました。 

その結果、条例（案）の検討に際しては、市民協働推進部長より、「条例制定の必要性を

確認しないと条例（案）を作れないという」事務的な作業上の要望があり、委員からも「条

例の内容を見ずに、賛成か反対かを決める」ことの妥当性について質問があり、当会議に

おいて「条例の必要性についての確認」をとりました。 

次回の会議で、事務局が「条例（案）」を作成し、改めて条例について審議することを確

認し、条例についての審議を終えました。 
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(5) 第５回府中市市民協働推進会議(９月９日） 

事務局から、条例の作業工程としては、当会議の委員の意見を答申に整理したうえ

で、その内容を踏まえて、「法務担当がゼロから作っていくという工程になる」（議事録

より）ので、イメージにはなるが、現状の構成案に基づいた参考資料として「条例

（案）イメージ」が配付され、「条例の構成案」に基き、条例（案）の構成について説明

がありました。 

これに対して、会長からは、前回の会議で担当課の協働共創推進課に依頼した資料

は、「条例（案）」であり、それが準備されていないのであれば、審議ができないこと、

また、昨年度の審議資料では、「条例（案）」が提示されていたので、今回、それがない

のは整合性に欠けることの指摘がありました。 

この発言を受けて、当日配布された「参考資料」（「条例（案）（イメージ）」が「条例

の構成案」をベースにしたものであることを当会議において確認したうえで、「条例の構

成案」を資料２―１、「参考資料」（「条例（案）（イメージ）」）を「条例（案）」（資料２-

２）として再提出されましたので、当会議は、これらの資料をもとに審議を進めまし

た。 

答申案のうち、条例案については当日の審議は時間が不足したため、最終的な結論は

持ち回り審議で得ることにしました。具体的には、本日の議論を踏まえた「条例案」を

会長、副会長の確認の上で、事務局に作成してもらい、メールもしくは郵送で送った

「条例案」を委員が確認したうえで、会長、副会長宛に確認・修正と共に意見を出して

もらい、その内容について正副会長で検討し、両者で確認したものを「答申案」に含め

て担当課の協働共創推進課に提出することを確認し、審議を終えました。 

 

４ 令和６年度の検討の結果 

以上に述べた検討の経緯を経て、次の結果に至りました。 

 

(1) 条例の種別、構成と案文 

① 市民協働をさらに推進するにあたり、府中市の市民協働に関する制度を市内外に広

く周知するために条例を制定することを要望します。 

② この条例は、市民に対して罰則や権利義務を課すものではなく、協働の基本理念や

市民、市を含む多様な主体の責務・役割、協働の原則等を示す「理念型条例」とし

て位置づけます。 

③ そのために「基本方針」の理念的部分を抽出し、市民協働の基盤となる指針を規定

することを目的としています。 

なお、条例の具体的内容については、構成については、添付した「条例の構成（案）」

（資料 9-1）を、また、条例本文については、「条例案」（資料 9-2）を参考にしてく

ださい。また、条例案については、その内容をできる限り尊重して条例制定に向け

取り組んでもらうよう要望します。 
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(2) 条例制定の意義 

条例は、市民協働都市宣言から１０周年が経ち、さらに市民協働を発展させる契機と

して協働に係る市民並びに市の姿勢を市内外に広く発信すること、また、市民の自発的

な参加と市の責務により取り組まれる市民協働であるにつながることを目的としていま

す。目的の明確化、新旧の社会的課題の解決に取り組んでいくため、「市民協働の推進に

関する条例」として答申します。 

 

本条例案は、市内外へのＰＲに重きを置くため、基本理念や多様な主体の責務・役割等

を中心に規定する「理念中心型条例」とします。単なる制度の整備に留まらず、市民主体

のまちづくりや市と市民が一体となって地域課題解決に取り組む協働型社会を実現する

ための基盤となるもので、今回の「理念的条例」の制定には次の意義があると考えます。 

 

ア 市民協働における各主体(市民や市)の役割と責任のわかりやすい発信 

条例に「宣言」の理念や「基本方針」の理念的部分をコンパクトに規定することで、

市民の役割と市の責務が明確になり、その発信により、「市民協働」の活性化を引き出す

ことにつながりことが期待されます。 

 

イ 中間支援組織の機能やコーディネート機能の明確化 

文化センターやプラッツ等を拠点とした活動や多様な中間支援組織・グループあるい

は個人の登場をどのように位置づけるのかは、大切な問題であると考えます。また、市

の責務には、中間支援的機能も実質含まれていると思われます。 

中間支援組織の機能やコーディネート機能の明確化と発信により、こうした機能を担

う諸組織・グループ、個人、そして市の協働についての認識と取り組み（提案・実践等）

を活性化させることが期待できます。 

 

(3) 市民協働推進会議での意見・要望等 

条例の制定に向けて、令和５年度の答申や令和６年度の当会議における各委員からの

意見・要望等のほか、同会議において審議をした令和４年４月の「基本方針」改定後に

おける地域の現状課題について、条例による解決策等を検討しました。 

 

■検討した各委員の意見・要望と現状課題等 

【令和５年度府中市市民協働推進会議答申より】 

 条例は、幅広い活動を包含する理念的な面を持ち、市民の行動を後押しするものであること 

【令和６年度第３回府中市市民協働推進会議 現状課題より】 

・市民の「協働」の認知度が向上していない 

・市の制度を活用した協働事業件数の減少 

・地域における連携希薄化・将来の担い手不足 
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【令和６年度第３回府中市市民協働推進会議 各委員からの意見・要望より】 

・自身の協働による行動を条例が後押ししてくれる 

・市民に親しみやすく、愛着が持てる条例がよい 

・市民が市の応援で力を発揮する内容の条例がよい 

・協働による活動の意味や重要性を市民感覚に近い内容で伝える条例がよい 

・協働を実施する自身の行動を振り返り、さらに協働意識が高められる条例にしてほしい 

・府中市地域まちづくり条例を参考にしてほしい 

・真鶴町まちづくり条例・美の基準を参考にしてほしい 

・共通理解ができる文言を使い、罰則がない条例がよい 

・基本方針と都市宣言の中間的な位置づけの条例がよい 

・基本方針が市の協働のすべてのベースとなっており、条例制定は難しい 

・「共創」の言葉は馴染まない 

【令和６年度第４回府中市市民協働推進会議 各委員からの意見・要望より】 

・条例を制定するなら、その意義は基本方針にはない新しい要素を盛り込むことにある 

・市が「共創」を条例に盛り込む必要がないとすれば条例制定を是とするには及ばない 

・自分に響き、行動しやすく、参加しやすくなることにつながる条例になってほしい 

・基本方針より条例の方がたくさんの人の目に届くと思う 

・今までにはない新しい協働の条例ができるとワクワクする 

・基本方針にある文章を使って条例を作るのも一つの方法だと思うし、適切だと思う 

・基本方針や都市宣言ではなく条例により、市民活動の推進を担保しなくてはならない 

・既存体系（都市宣言、基本方針）との位置づけを整理してほしい 

・市民の自主性や市側の役割をしっかりと条例に明記してほしい 

【令和６年度第５回府中市市民協働推進会議 各委員からの意見・要望より】 

・条例について通称名を用いてＰＲすることは大いに賛成である 

・通称はキャッチーなものとし、かつ条文にも取込むことで、タイトルと中身に連動性を持た

せてほしい 

・通称は公募するなど、市民を絡めた方法で決めてほしい 

・「協働」の定義は、必要な言葉が入っている「基本方針」から短縮せずに引用してほしい 

・「コーディネーター」という言葉は現に使われているので片仮名の表現にしてほしい 

・「市民の役割」と「市の責務」という表現については、市民と市との関係性からみて、市側

について「役割」ではなく「責務」という表現を使うことで対等性が担保されており、この

ままでよいと思う 

・内容の見直しは条例ではなく、具体的な内容を盛り込む予定の計画で行うことでよい 

・「商工会議所」と「商店街連合会」をどの主体に含めるべきか確認してほしい 

・「目的型活動団体」の説明の「任意の団体」という表現から「任意」を削除してほしい 

・「基本方針」のうち「協働の形態」など条例に入れなかった内容に関しても、調べたい時に

意味が確認できるよう、何かしらの方法で残してほしい 
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Ⅲ その他 

１ 今後の提案型協働事業および価値共創促進事業のあり方について 

「第７次府中市総合計画」では、「まちづくりの基本理念」のなかで「これからも市民が

主役となり、誇りと愛着を持ってこのまちに住み続けることができるよう、まちづくりを

進めます。また、時代や環境の大きな変化にも柔軟に対応し、お互いが連携・協力して地

域の課題解決に取り組む、協働によるまちづくりを推進していきます。」とうたっていま

す。 

この「市民」（「基本方針」では「『市民』とは、住民だけでなく、在勤者、在学者及び市

内で活動する方々や団体のほか、教育機関、事業者を含みます。」と定義）が、お互い連

携・協力して地域の課題解決に取り組む、協働によるまちづくりを推進していくための制

度として、「協働事業提案制度」が設定されました。  

 

しかし、この「協働事業提案制度」は本推進会議で審議されることなく、令和５年度に

て事業終了となりました。 市民協働を「まちづくりの基本理念」としてきた中で、「協働

事業」を冠する事業が無い状態は、市民協働を推進することを目的とし、そのための仕組

みを含めて検討してきた本推進会議の主旨からみると、問題があると考えます。  

 

また現行の「価値共創促進事業」は、「共創」概念が市の最上位の計画である「第７次府

中市総合計画」にもなく、今年度の推進会議でも明確な定義を行うには至りませんでし

た。「共創」という言葉が入ることによってレベルの高い提案がされることも期待され、こ

れまで育んできた「協働」と新しい「共創」の両方を事業名に入れ「協働共創促進事業」

とすることも考えられます。 

 

しかし、市民にとってはまだ「共創」というと自分たちの活動とは距離を感じてしまう

場合があると思いますので、「価値共創促進事業」の名称を変更し、市民がお互いに連携・

協力して地域の課題解決に取り組む、協働によるまちづくりを推進していくための制度と

して、「市民協働促進事業」という名称に変更することを提案します。 

 

また、上記の理由から、「提案型協働事業」において存在した「市民提案型協働事業」

（市民の自由な発想に基づき、協働事業の実施を市に対して提案できる制度）と「行政提

案型協働事業（市が定めた地域課題に係るテーマに基づき協働事業の実施を市に対して提

案できる制度）のための窓口として、現在の「共創の窓口」についても、「市民協働の窓

口」もしくは「共創の窓口」として一定期間実施してきた経緯を考慮し「市民協働（共

創）の窓口」と改称することを提案します。 

 加えて、この制度が市民にとって、より提案しやすい仕組みとなるよう、その内容につ

いても今後検討していくことを望みます。 

 



 

 

 

IV 資料 

１ 府中市市民協働推進会議規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年３月府中市条例第

１号）第９条の規定に基づき、府中市市民協働推進会議（以下「推進会議」という。）の

組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（推進会議の委員） 

第２条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 ２人以内 

(2) 公共的団体の代表者 ４人以内 

(3) 市民との協働を推進している民間企業の構成員 １人 

(4) 府中市市民活動センターの利用の登録をしている団体の代表者 ２人以内 

(5) 公募による市民 ２人以内 

 （会長及び副会長） 

第３条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （推進会議の会議） 

第４条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 推進会議は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると 

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議の会議に出席させて 

意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（部会） 

第５条 推進会議の部会（以下この条において「部会」という。）に属すべき委員は、会長

が指名する。 

２ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

３ 部会長は、その部会の事務を掌理する。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会に属する委員がその職務を代

理する。 

５ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「推進会議」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

６ 推進会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって推進会議の議決とすること

ができる。 

 



 

 

 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議

に諮って定める。 

付 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この規則は、平成３０年１月２４日から施行する。 

  



 

 

 

２ 府中市市民協働推進会議委員名簿 

 

（敬称略：五十音順） 

 氏名 選出団体等 備考 

１ 青山 亨 学識経験者 副会長 

２ 伊沢 美由紀 府中市市民活動センター登録団体  

３ 井上 雅允 むさし府中商工会議所  

４ 坂牧 早苗 公募市民  

５ 鈴木 琢真 多摩信用金庫  

６ 関谷 昴 公募市民  

７ 花岡 麻穂子 府中市社会福祉協議会  

８ 藤江 昌嗣 学識経験者 会長 

９ 森田 美千代 コミュニティ協議会  

１０ 山岡 法次 自治会連合会  

１１ 山根 浩子 府中市市民活動センター登録団体  

 

任期：令和５年５月１４日から令和７年５月１３日まで 

  



 

 

 

３ 府中市市民協働推進会議検討経過 
 

 日程 内容 

第１回 ４月２６日（金） 

・諮問 

・令和６年度の会議開催予定について 

・審議事項 

(1) 部会の設置および部会員の選出について 

(2) 市民協働の推進に関する条例について 

部会 ５月２４日（金） 
令和６年度クラウドファンディング型ふるさと納税活用公益活動支援

事業補助金「ファンファーレ」公開審査会 

第２回 ５月３１日（金） 

・審議事項 

(1) 府中市クラウドファンディング型ふるさと納税活用公益活動支

援事業補助金「ファンファーレ」の交付予定事業候補の選定につい

て（答申） 

(2) 提案型協働事業および価値共創促進事業の評価方法について 

(3) 市民協働の推進に関する条例について 

部会 ６月２４日（月） 令和５年度提案型協働事業および令和５年度価値共創促進事業報告会 

第３回 ６月２８日（金） 

・審議事項 

(1) 市民協働の推進に関する条例の制定と答申期限の延長について 

(2) 市民協働の取組の進捗管理（報告）について 

(3) 提案型協働事業・価値共創促進事業評価部会の結果報告について 

・その他 

(1)「価値共創促進事業」の事業名称の変更について 

第４回 ７月２６日（金） 

・報告事項 

(1) 「価値共創促進事業」の事業名称の変更について 

(2) 「提案型協働事業」の成立の背景と廃止の理由について  

・審議事項 

(1) 市民協働の推進に関する条例の制定について 

(2) 市民協働の取組の進捗管理（報告）について 

(3) 「価値共創促進事業」の事業名称の変更について 

(4) 「提案型協働事業」の今後の取り扱いについて 

(5) 「答申案」について 

第５回 ９月９日（月） 
・審議事項 

(1) 答申案について 

部会 ９月１２日（木） 第３回価値共創促進事業 審査会 

部会 
１１月１５日（金）  

（予定） 
第４回価値共創促進事業 審査会 

部会 １２月中旬（予定） 第５回価値共創促進事業 審査会 























































































 

 

 

６ 府中市提案型協働事業等評価制度実施基準 

 

（目的） 

第１ 第７次府中市総合計画に基づき、市民参加と協働によるまちづくりを進めるため、提

案型協働事業評価の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（評価対象） 

第２ 地域課題や社会的な課題の解決に向けて、市民が自ら企画・提案し、役割分担に基づ

き市と協働で実施する提案型協働事業について、実施後の効果や成果等を推進会議に報告

し、評価を行う。 

（提案型協働事業の評価方法） 

第３ 協働事業評価の方法は次のとおりとする。 

 (1) 自己評価 

ア 協働事業の当事者は、別に定める自己評価用のチェックシート（振り返りシート）

を用い、協働事業の効果や成果等について、評価を行うものとする。 

イ 実施時期として、原則、協働事業が終了した際に行うものとする。ただし、協働事

業の実施期間が長期にわたる場合は、事業終了後に限らず、事業実施前や事業実施の

中間時など、事業の実施形態等を踏まえ、必要に応じて効果的な時期に実施するもの

とする。 

 (2) 相互評価 

ア 協働事業の当事者は、それぞれ行った自己評価を持ち寄り、評価が異なる項目の原

因分析や改善点、課題の抽出等について意見交換を行ったうえで、別に定める相互評

価用のチェックシートを用い、事業を振り返り、評価を行うものとする。 

イ 実施時期として、協働事業の当事者同士が、効果的かつ効率的に協働事業を振り返

ることができる時期に行う必要があることから、原則として協働事業の終了時に行う

ものとする。 

なお、自己評価同様、長期にわたる場合については、必要に応じて、効果的な時期

に行うものとする。 

ウ 協働事業を実施した課においては、相互評価用のチェックシートを、協働共創推進

課に提出するものとする。 

 (3) 第三者評価 

ア 推進会議が、協働事業に対する信頼性と市民の参加意欲の向上を図るとともに、よ

り客観的に課題を把握し、検証結果を今後の取組に生かすため、評価を行うものとす

る。 

イ 第三者評価を実施するに当たり、より一層、協働に係る市職員の意識の高揚を図る

とともに、各事業について、事業の目的や内容を正しく理解しながら、市民協働の推

進に関する基本方針に基づく協働の手法を適切に取り入れているか等を踏まえて評

価・検証を行う必要があることから、協働事業の当事者と推進会議の委員による意見

交換会を実施した後、推進会議において評価を行うものとする。 

 



 

 

 

ウ 推進会議は、別表１に掲げる評価基準に基づき、評価を実施し、別表２のとおり、

評価結果を示すものとする。 

エ 実施時期として、第三者評価の結果が可能な限り次年度の予算に反映できるよう、

ＰＤＣＡサイクルの観点から、事業終了後の翌年度に実施するものとする。 

（その他） 

第４ この基準に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。 

   付 則 

 この基準は平成２８年４月１２日から施行する。 

   付 則 

 この基準は平成３０年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この基準は平成３１年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この基準は令和５年５月９日から施行する。 

   付 則 

 この基準は令和６年６月１０日から施行する。 

  



 

 

 

別表１（第３） 

区分 評価項目 評価の視点 配点 

事業 

課題解決 

（事業目的等の設定） 

課題解決のための事業目的・事業内容

の設定は適切か。 

１２ 

協働における斬新性 

新たな社会的課題とその解決のため

に、協働における新しい視点と解決方

法における新しい方法が見られるか。 

協
働
の
視
点
に
つ
い
て 

目的共有の原則 

（協働の理解） 

地域課題の解決や社会的な目的の実現

に向け、公益的な価値を相乗的に生み

出すために協働することを共有できて

いるか。 

（どのような課題を双方が感じ、事業

が開始されたか、どのような経緯で協

働で取り組む事になったのかの認識が

あるか。） 

４２ 

目的共有の原則 

（事業の進め方の共有） 

事業の進め方や課題について共有し、

解決方法など、情報共有をしながら、共

通認識をもって取り組めているか。 

対等の原則 

（役割分担） 

役割分担はどうか。 

（役割分担の変遷などはあるか。片方

に過度な負担がないか。） 

相互理解の原則 十分なコミュニケーションを図ってい

るか。（日頃の連絡体制や情報共有をど

のように行っているか。） 

相互理解の原則 組織の決まりや立場の違いなど、お互

いを理解し、協働で取り組むうえで工

夫していることはあるか。 

自主性尊重・自立化の原則 お互いを尊重し、互いの特性や強みを

生かし合うことができたか。 

協働の成果 協働することで相乗効果はあったか。 

今
後
の
展
望
や
様
々
な

主
体
間
と
の
連
携 

今後の展望 今後の展望について話し合うなど、事

業の継続に向けて取り組んでいるか。 

継続事業の場合には、前回の事業の検

証結果を反映して取り組めたか。 １２ 

様々な主体間との連携 今後、他の団体や庁内の他部署との連

携の可能性はあるか。また、連携に向け

て行動をしているか。 

 

 



 

 

 

別表２（第３） 

配点 評価結果 

５３～６６ Ｓ 

協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携

や今後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるなど、協働事業

として優れており、更なる発展が期待できる。 

４０～５２ Ａ 

協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携

や今後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるが、課題への対

応など一部改善することで、更なる発展が期待できる。 

２６～３９ Ｂ 

協働の原則に基づき取り組んでいるが、一部又は一方に理解のずれ

があるため、より一層意識して協働事業に取り組むなど、一部改善

の必要がある。 

１３～２５ Ｃ 
協働事業としての認識が、一部又は一方に不足しているため、協働

事業として取り組むにはかなりの改善が必要である。 

０～１２ Ｄ 

事業目的、協働の必要性、相互理解、情報共有・課題の共有ができ

ておらず、協働事業としては不十分であるため、協働事業として取

り組む必要性があるかなど、再度検討する必要がある。 

 

  



 

 

 

７ 府中市価値共創促進事業評価制度実施基準 

 

（目的） 

第１ 第７次府中市総合計画に基づき、市民参加と協働によるまちづくりを進めるため、価

値共創促進事業評価の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（評価対象） 

第２ 地域課題や社会的な課題の解決に向けて、市民が自ら企画・提案し、共創を促進する

事業を市と協働で実施する価値共創促進事業について、実施後の効果や成果等を推進会議

に報告し、評価を行う。 

（価値共創促進事業の評価方法） 

第３ 価値共創促進事業評価の方法は次のとおりとする。 

(1) 自己評価 

協働事業の当事者は、別に定める報告書を用い、協働事業の成果等について振り返り

を行い、協働共創推進課に提出するものとする。 

(2) 相互評価 

ア 協働事業の当事者は、それぞれ行った自己評価を持ち寄り、評価が異なる項目の原

因分析や改善点、課題の抽出等について意見交換を行ったうえで、別に定める相互評

価用のチェックシートを用い、事業を振り返り、評価を行うものとする。 

イ 実施時期として、協働事業の当事者同士が、効果的かつ効率的に協働事業を振り返

ることができる時期に行う必要があることから、原則として協働事業の終了時に行う

ものとする。 

なお、自己評価同様、長期にわたる場合については、必要に応じて、効果的な時期

に行うものとする。 

ウ 協働事業を実施した課においては、相互評価用のチェックシートを、協働共創推進

課に提出するものとする。 

(3) 第三者評価 

ア 推進会議が、協働事業に対する信頼性と市民の参加意欲の向上を図るとともに、よ

り客観的に課題を把握し、検証結果を今後の取組に生かすため、評価を行うものとす

る。 

イ 第三者評価を実施するに当たり、より一層、協働に係る市職員の意識の高揚を図る

とともに、各事業について、事業の目的や内容を正しく理解しながら、市民協働の推

進に関する基本方針に基づく協働の手法を適切に取り入れているか等を踏まえて評

価・検証を行う必要があることから、協働事業の当事者と推進会議の委員による意見

交換会を実施した後、推進会議において評価を行うものとする。 

ウ 推進会議は、別表１に掲げる評価基準に基づき、評価を実施するものとする。 

エ 実施時期として、第三者評価の結果が可能な限り次年度の予算に反映できるよう、

ＰＤＣＡサイクルの観点から、事業終了後の翌年度に実施するものとする。 

（その他） 

第４ この基準に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。 



 

 

 

   付 則 

 この基準は令和６年６月１０日から施行する。 

  



 

 

 

別表１（第３） 

区分 評価項目 評価の視点 配点 

事業 

課題解決 

（事業目的等の設定） 

課題解決のための事業目的・事業内容

の設定は適切か。 

１２ 
協働における斬新性 新たな社会的課題を見出し、その解

決のために、協働における新しい視

点の提示、その解決方法における新

しい方法が見られるか。 

協
働
の
視
点
に
つ
い
て 

目的共有の原則 

（協働の理解） 

地域課題の解決や社会的な目的の実

現に向け、公益的な価値を相乗的に生

み出すために協働することを共有で

きているか。 

（どのような課題を双方が感じ、事業

が開始されたか、どのような経緯で協

働で取り組む事になったのかの認識

があるか。） 

４２ 

目的共有の原則 

（事業の進め方の共有） 

事業の進め方や課題について共有し、

解決方法など、情報共有をしながら、

共通認識をもって取り組めているか。 

対等の原則 

（役割分担） 

役割分担はどうか。 

（役割分担の変遷などはあるか。片方

に過度な負担がないか。） 

相互理解の原則 十分なコミュニケーションを図って

いるか。（日頃の連絡体制や情報共有

をどのように行っているか。） 

相互理解の原則 組織の決まりや立場の違いなど、お互

いを理解し、協働で取り組むうえで工

夫していることはあるか。 

自主性尊重・自立化の原則 お互いを尊重し、互いの特性や強みを

生かし合うことができたか。 

協働の成果 協働することで相乗効果はあったか。 

今
後
の
展
望
や
様
々
な

主
体
間
と
の
連
携 

今後の展望 今後の展望について話し合うなど、事

業の継続に向けて取り組んでいるか。 

継続事業の場合には、前回の事業の検

証結果を反映して取り組めたか。 １２ 

様々な主体間との連携 今後、他の団体や庁内の他部署との連

携の可能性はあるか。また、連携に向

けて行動をしているか。 

 



 

 

 

別表２（第３） 

配点 評価結果 

５３～６６ Ｓ 

協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携

や今後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるなど、協働事業

として優れており、更なる発展が期待できる。 

４０～５２ Ａ 

協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携

や今後の展望に向けて積極的に取り組む意欲があるが、課題への対

応など一部改善することで、更なる発展が期待できる。 

２６～３９ Ｂ 

協働の原則に基づき取り組んでいるが、一部又は一方に理解のずれ

があるため、より一層意識して協働事業に取り組むなど、一部改善

の必要がある。 

１３～２５ Ｃ 
協働事業としての認識が、一部又は一方に不足しているため、協働

事業として取り組むにはかなりの改善が必要である。 

０～１２ Ｄ 

事業目的、協働の必要性、相互理解、情報共有・課題の共有ができ

ておらず、協働事業としては不十分であるため、協働事業として取

り組む必要性があるかなど、再度検討する必要がある。 

 

  



 

 

 

８ 協働事業等評価シート（自己評価シート、相互評価シート、第三者評価シート様式） 

 

第１号様式 

府中市協働事業 自己評価シート（振り返りシート） 
□市民側 □市側 

事業名称  

事業実施者  

中間支援組織等 
事業協力者 

 

事業目的  

事業内容  

事業目標  

役割分担 ※ 役割分担表を添付してください（書式は自由です）。 

  

５段階で評価してください。  

５＝十分に達成された（80%以上）      

４＝ほぼ達成された（60%～80%) 

３＝課題があるもののおおむね達成された（40%～60%）     

 

２＝あまり達成されなかった（20%～40%）                

１＝達成されなかった（20%以下） 

N＝評価項目として適当ではない 

 

①事業計画段階 平均点 0.0点 合計点 0 /20 評価 

１ 
目的共有の原則を踏まえ、解決に取り組むべき地域課題や協働する意義、費用に対す

る効果等について、お互いの認識を共有することができましたか。 
 

２ 
相互理解の原則を踏まえ、十分なコミュニケーションを図ることで、会計処理や意思決定

の方法などの組織の決まりや立場の違いを、お互いがよく理解することができましたか。 
 

３ 
対等の原則や、自主性尊重・自立化の原則を踏まえ、お互いの得手不得手を認識し、それ

ぞれの特性をいかすことができるよう、役割分担や事業計画を作成することができましたか。 
 

４ 
継続事業の場合には、前回実施した事業の検証結果を十分に反映して、事業計画を作

成することができましたか。 
 

特記 
事項 

 

 

②事業実施段階 平均点 0.0点 合計点 0 /15 評価 

５ 
対等の原則や相互理解の原則を踏まえ、お互いに対等な立場で率直な意見交換を行

い、情報共有を図りながら事業を進めることができましたか。 

 

６ 

対等の原則や相互理解の原則、自主性尊重・自立化の原則を踏まえ、お互いの特性や

立場の違いを理解し、お互いの強みや得意分野を、どのようにしたらいかし合えるかを

相談しながら取り組むことができましたか。 

 

７ 
対等の原則を踏まえ、相手に任せっきりにせず、お互いが役割を自覚して事業の進捗状

況についてチェックを行い、必要に応じて修正しながら取り組むことができましたか。 

 

特記 
事項 

 



 

 

 

③事業終了段階 平均点 0.0点 合計点 0 /15 評価 

８ 
対等の原則や相互理解の原則を踏まえ、お互いに対等な立場で率直な意見交換を行

い、情報共有を図りながら事業を進められましたか。 

 

９ 

対等の原則や相互理解の原則、自主性尊重・自立化の原則を踏まえ、お互いの特性や

立場の違いを理解し、お互いの強みや得意分野を、どのようにしたらいかし合えるかを

相談しながら取り組むことができましたか。 

 

10 
対等の原則を踏まえ、相手に任せっきりにせず、お互いが役割を自覚して事業の進捗状

況についてチェックを行い、必要に応じて修正しながら取り組むことができましたか。 

 

特記

事項 

 

 

■事業の成果 

総合評価 
評価（合計） 0 （自由記入欄） 

平均 0 

事業評価 

目標達成度 
（自由記入欄） 

 

対象者満足度 
（自由記入欄） 

 

予算や人的資

源規模 

（自由記入欄） 

 

協働で実施

した成果 

事業実施者満足

度 

（自由記入欄） 

 

相乗効果は得ら

れたか 

（自由記入欄） 

 

中間支援組織等事業協力者の役割と協力による効果 

 

 

協働して良かったことや協働で事業を実施するに当たって工夫したこと。 

 

 

協働で事業を実施するに当たって課題となったこと。 

 

 

今後協働事業を行うに当たって取り組んだ方が良いこと・改善したいこと。 

 

 

その他自由記入欄 

 



 

 

 

第２号様式 

府中市協働事業 相互評価シート（振り返りシート） 

事業名称  

事業実施者  

出席者  シート作成者  

中間支援組織等 
事業協力者 

 

事業目的  

事業内容  

事業目標  

役割分担 ※ 役割分担表を添付してください（書式は自由です）。 

  

５段階で評価してください。  

５＝十分に達成された（80%以上）      

４＝ほぼ達成された（60%～80%) 

３＝課題があるもののおおむね達成された（40%～60%）     

 

２＝あまり達成されなかった（20%～40%）                

１＝達成されなかった（20%以下） 

N＝評価項目として適当ではない 

 

①事業計画段階 
市民 
（平均） 

市 
（平均） 

評価 

目的共有の原則、対等の原則、相互理解の原則、自主性尊重・自立化の原

則等協働の原則を踏まえて実施ができましたか。 
   

（特筆すべき点や工夫した点などがあればご記入ください。） 

 

 

②事業実施段階 
市民 
（平均） 

市 
（平均） 

評価 

情報共有を図りながら、互いの強みや得意分野等をいかしながら実施がで

きましたか。 
   

（特筆すべき点や工夫した点などがあればご記入ください。） 

 

 

③事業終了段階 
市民 
（平均） 

市 
（平均） 

評価 

情報共有を図りながら、互いの強みや得意分野等をいかしながら実施がで

きましたか。 
   

（特筆すべき点や工夫した点などがあればご記入ください。） 

 



 

 

 

■事業の成果 

総合評価 
評価（合計） 0 （自由記入欄） 

平均 0 

事業評価 

目標達成度 

（自由記入欄） 

 

 

対象者満足度 

（自由記入欄） 

 

 

予算や人的資

源規模 

（自由記入欄） 

 

 

協働で実施

した成果 

事業実施者満足

度 

（自由記入欄） 

 

 

相乗効果は得ら

れたか 

（自由記入欄） 

 

 

中間支援組織等事業協力者の役割と協力による効果 

 

 

 

協働して良かったことや協働で事業を実施するに当たって工夫したこと。 

 

 

 

協働で事業を実施するに当たって課題となったこと。 

 

 

 

今後協働事業を行うに当たって取り組んだ方が良いこと・改善したいこと。 

 

 

 

その他自由記入欄 

 

 

 

  



 

 

 

第３号様式 

     府中市協働事業 第三者評価シート 
評価結論 

 
事業名称  

事業実施者  

事業目的  

事業内容  

事業目標  

制度名  

 

１ 評価結論 

 

  

２ 事業について   

３ 協働の視点に

ついて 
  

４ 今後の展望や

様々な主体間との

連携 

 

  

【評価結論】 

S:協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携や今後の展望に向けて積極的

に取り組む意欲があるなど、協働事業として優れており、更なる発展が期待できる。 

A:協働の原則に基づき適切に取り組んでおり、様々な主体間との連携や今後の展望に向けて積極的

に取り組む意欲があるが、課題への対応など一部改善することにより、更なる発展が期待できる。 

B:協働の原則に基づき取り組んでいるが、一部又は一方に理解のずれがあるため、より一層意識し

て協働事業として取り組むなど、一部改善の必要がある。 

C:協働事業としての認識が、一部又は一方に不足しているため、協働事業として取り組むにはかな

りの改善が必要である。 

D:事業目的、協働の必要性、相互理解及び情報共有・課題の共有ができておらず、協働事業としては

不十分であるため、協働事業として取り組む必要性があるかなど、再度検討する必要がある。 



 

 

 

９－１ 条例の具体的な構成（案） 

 

会議での議論を踏まえ、以下の構成（案）を提案します。 

① 市民協働をさらに推進するにあたり、府中市の市民協働に関する制度（「宣言」

「基本方針」等）の内容を市内外に広く周知するために条例を制定することを要

望します。 

② この条例は、市民に対して罰則や権利義務を課すものではなく、協働の基本理念

や多様な主体の責務・役割、協働の原則等を示す「理念型条例」として位置づけ

ます。 

③ そのために「基本方針」の理念的部分を抽出し、市民協働の基盤となる指針を規

定することを目的としています。なお、条例の具体的内容については、添付した

「条例案」（資料 9-2）を参考にしてください。また、条例案については、本条例

案の目的や理念を理解して頂きたく、要望致します。 

なお、条文を作成する際は、「共通理解ができる文言を使ってほしい」との意見

を踏まえ、定義する用語等を除きできる限り英語表現は避けることを検討してくだ

さい。 

 

【条例名称】 

 府中市市民協働の推進に関する条例 

（通称名）協働のスローガンなどをイメージ 

  （会議意見） 

正式名称は基本方針をベースとし、「市民に親しみやすく、愛着が持てる・他市

にはない協働条例」「協働の認知度向上」などの意見等を踏まえ、新たな要素とし

て通称名を設定し、市内外に広くＰＲする効果を重視していくことを要望します。 

通称は公募が相応しいと思います。 

 

１.「目的」 

・「市民協働都市宣言」と「市民協働に関する基本方針」に基づき積み重ねて

きた市民協働の 10年有余の取り組みの一層の推進を図り、将来へと確実に

引き継がれることに資すること 

・市の責務の明確化 

・中間支援組織・コーディネーターの定義と役割の明確化 

・基本理念と市民等の役割の明確化 

・市民が主体的に広く公共的・公益的な活動へ参画することを謳う協働の基

本原則の再掲（「基本方針」より） 

・市と市民のさまざまな協働により、地域課題の解決や社会的な目的の実現

をもたらし、心ゆたかに暮らせる地域社会を持続的に築くことに資するこ

と など 

  

  



 

 

 

 （会議意見） 

「協働による活動の意味や重要性を伝える」「市民が市の応援で力を発揮できる」

などの意見を踏まえつつ、基本方針の理念的要素をベースに考えていくことが重要

です。 

なお、条例制定の目的としては、市民協働都市宣言及び基本方針の考えをわかり

やすく市民に伝えるという役割もあることから、その点も踏まえた内容を検討して

ください。 

 

２．「定義」 

「市民（個人）」「市民」「地縁型団体」「目的型活動団体」「教育機関」「事業

者」「協働」「市民協働」「市民協働事業」「中間支援組織」「コーディネー

ター」について定義づけ 

  （会議意見） 

基本方針の定義に記載する用語に加え、各章に記載する「協働事業」や市が重点

的に取り組む「中間支援組織」及び「コーディネーター」についても明確に定義づ

けすることを要望します。なお、当会議において「共創は（府中市の協働に）馴染

まない」という意見から、「共創」の定義は盛り込むべきではないと考えます。 

なお、「協働」の定義をわかりやすい表現とするかについても議論しましたが、

基本方針に記載する協働の定義は必要な文言が入っており、同内容として定義づけ

することを要望します。 

また、基本方針において、商工会議所及び商店街連合会については「事業者」に

分類しているが、「目的型活動団体」に分類されるとの意見を踏まえ、例示による

記載をすべきかどうかを含め分類について再度検討してください。 

 

３．「基本理念」 

・市民及び市において、これまで府中市市民協働都市宣言（「都市宣言」）、

「府中市市民協働に関する基本方針」（「基本方針」）に基づき進めてきた取

組を最大限尊重した上で、より一層の推進を図り、将来へと確実に引き継

がれるよう、行われなければならないこと 

・市民及び市が、府中市の取り組んできた協働のまちづくりにおける自らの

役割を理解し、「共に考え汗を流し、一体となって地域課題の解決に取り組

む」こと 

・協働の輪が広がるようなスローガン等 など 

  （会議意見） 

基本方針の理念的要素をベースにしつつ、協働の認知度向上には、通称名による

ＰＲが重要となることから、通称名を連想する文言を入れ、協働の輪が広がってい

くことを期待します。 

 



 

 

 

４．「協働の基本原則」 

「目的共有」「対等」「相互理解」「自主性尊重・自立化」「評価」「情報公開」

の原則 

  （会議意見） 

「真鶴町『美の基準』を参考にしてほしい」との意見から、個人的主観に偏らな

いよう基本方針の「市民協働の原則」を条例に記載することで法的に裏付けること

を要望します。また、「協働の意識を高める」との意見には「評価の原則」を記載

することで協働の質や効果が高まることを期待します。 

 

５．「市民の役割」 

・協働への理解を深め、協働によるまちづくりへの参加、協力に努めるこ

と 

・市から支援を受けた事業を公正に行うこと 

・市民の役割は強制されるものではなく、自発性に基づき行われるもので

あること など 

  （会議意見） 

基本方針の考えに加え、「地域まちづくり条例を参考にしてほしい」との意見か

ら、新たな要素として当該条例の理念的要素の「まちづくりへの市民参加」を促す

内容を要望します。 

また、協働事業の効果的な実施を担保するため、公金を支出する事業の公正性の

ほか、「罰則」や「制約性」に関する意見から、新たな要素として、市民が「強制

されるものではない」ことを記載することを要望します。 

 

６．「市の責務」 

・市は、協働の推進を実施するため、市民協働の推進に資する具体的な実施

計画を策定し、市の課題を示すよう努めるとともに各施策を実施すること 

・市は、市民協働は、市のかかえる社会的課題を解決する手法であることを

理解し、課題に係る事業の担当課は「府中市総合計画」をはじめ市におけ

る諸計画・諸施策、諸事業などにこうした課題を反映し、課題解決に必要

な協働の手法を構築し、協働して実施すること 

・市は、市の課題を市民や市に対し、明確かつ簡潔に示すとともに、府中市

市民協働推進会議の有効な活動に資するために、課題やその解決に係る情

報を正確、適宜に収集し、遅滞なく共有すること 

・市は、市民に対し、市民協働事業が円滑に行われるために、予算を含めた

具体的な必要な支援に努めること 

・市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情

報提供を行うよう努めること 

・市は、事業の執行に当たっては、常に市民協働の観点から検討を行うとと

もに、市民の意見を事業に反映させるよう努めること など 

 

 



 

 

 

  （会議意見） 

基本方針に基づく市民協働の考えや事業の拡大、質の向上のほか、新たな要素と

して現状課題となる「協働事業の継続性の担保」に関わる責務を記載することを要

望します。また、基本方針に記載する今後市が重点的に取り組んでいく事項等につ

いて、より実効性を持たせるため、「具体的な実施計画を策定すること」について

の記載も要望します。 

なお、基本方針における「市民協働の原則」の「対等の原則」から、市民は「役

割」とし、市は「責務」と記載することについて、一見「対等」な関係ではないよ

うに思われますが、その主体の規模や役割の大きさ等を踏まえると、市は、「役

割」ではなく、「責務」と記載することが妥当であると考えます。 

 

７．「中間支援組織・コーディネーターの役割」 

・協働を行う各主体間においての連携やコーディネート及び協働に関する情

報や知識の提供を行う 

・協働の各主体を媒介又は連携させ、情報の交流のための場を提供する 

・とくに中間支援組織においては、市に対し、市民の立場を踏まえた政策提

言を行うものとする など 

  （会議意見） 

基本方針に記載の中間支援組織及びコーディネーターの役割を条例で明確に規定

することで、その位置づけを強化することを要望します。 

 

 

  



 

 

 

９－２ 府中市市民協働の推進に関する条例（案） 

    （通称名：府中市●●●●●●●条例） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、府中市が市制７０周年を迎えるなか、「市民協働都市宣言」と「市民

協働に関する基本方針」に基づき積み重ねてきた市民協働の１０年有余の取り組みをさ

らに推進し、将来へ確実に引き継ぐことを目的に制定する。この条例は、「宣言」や「基

本方針」の理念的部分を簡潔に発信する「理念的条例」として制定される。 

この条例によって、市民協働の推進における市民及び市の役割ならびに市民協働の活

動の意義やその発信の重要性がより明らかになり、市民が主体となって公共的又は公益

的な活動に参画し、市民と市又は市民と市民が相互に協働することにより地域課題の解

決や社会的な目的の実現をもたらし、心ゆたかに暮らせる地域社会を持続的に築くこと

が期待される。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 市民（個人） 市内に居住、通勤又は通学する者若しくは市内で活動する者をい

う。 

(2) 地縁型活動団体 自治会、町内会、コミュニティ協議会、自治会連合会その他市内

の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした

団体をいう。 

(3) 目的型活動団体 NPO、商工会議所、ボランティア団体、社会教育関係団体その他

の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与することを目的とした団体であっ

て、営利を目的としないものをいう。 

(4) 教育機関 小中学校、高等学校、専門学校、大学その他教育、学術及び文化と密接

な関連がある事業を行うことを目的とした機関をいう。 

(5) 事業者 企業、自営業者、金融機関その他各種法人をいう。 

(6) 市民 前各号に記載する総称をいう。 

(7) 協働 多様で多層な主体が情報を共有し、相互の立場や特性を認めつつ、対等の

立場で、それぞれの役割を果たし、共通する課題の解決や社会的な目的の実現に向

けて、公益的な価値を相乗的に生み出すため、連携・協力することをいう。 

(8) 市民協働 市民と市との協働及び市民同士の様々な主体間による協働をいう。 

(9) 市民協働事業 市民と市との協働及び市民同士の様々な主体間による協働によっ

て取り組む事業をいう。 

(10) 中間支援組織 市民と市又は市民と市民を仲介し、市民の自主的な課題解決を支

援するため、市民の交流促進、人材育成、情報収集・提供、相談、活動支援、助成、

調査研究又は政策提言その他の機能のいずれかを有する組織をいう。 

(11) コーディネーター 市民と市民、市民と組織、組織と組織等の様々な主体をつな



 

 

 

ぎ、地域資源を結びつけることで、協働事業を支援し、そのためのコーディネート

（調整）を行う個人を言う。 

 

（基本理念） 

第３条 市民協働の取組は、市民及び市において、これまで府中市市民協働都市宣言（「都

市宣言」）、「府中市市民協働に関する基本方針」（「基本方針」）に基づき進めてきた取組

を最大限尊重した上で、より一層の推進を図り、将来へと確実に引き継がれるよう、行

われなければならないものとする。 

また、市民及び市は、各主体が協働のまちづくりにおける自らの役割を理解し、それぞ

れの特性や専門性を十分に発揮するため、「●●●●●●●●」を合言葉に協働の輪を広

げ、共に考え、汗を流し、一体となって地域課題の解決に取り組むことにより、市民協働

を推進するものとする。 

 

（協働の基本原則） 

第４条 協働を行う主体は、次の各号に掲げる６つの原則を尊重して、市民協働事業を実

施するものとする。 

(1) 目的共有の原則 地域課題の解決や社会的な目的の実現に向け、公益的な価値を

相乗的に生み出すために協働することを相互に理解・認識すること。 

(2) 対等の原則 対等な協力関係にあるとの認識の下、役割分担を明確にして、それ

ぞれが責任を持って取り組むこと。 

(3) 相互理解の原則 対話を通じ、十分なコミュニケーションを図り、互いの立場や

特性について理解を深めるとともに、信頼関係を築くこと。 

(4) 自主性尊重・自立化の原則 それぞれの特性や長所をいかせるよう、その自主性

を尊重するとともに、各主体が自立して活動できるよう、取組を進めること。 

(5) 評価の原則 協働の質や効果を高めるため、一定の時期に市民協働事業を客観的

に評価・検証すること。 

(6) 情報公開の原則 透明性を高め、信頼関係を築くため、市民協働事業に関する情

報を積極的に公開すること。 

 

（市民の役割） 

第５条 市民は、市民協働への理解を深め、協働によるまちづくりの主役として参加し、協

力するよう努めるものとする。 

２ 前項に規定する市民の役割は、強制されるものではなく、個々の市民の自発性に基づ

いて行うものでなければならない。 

３ 市民は、第６条第４項に基づき市から支援を受けた市民協働事業については公正に行

わなければならない。 

 

（市の責務） 

第６条 市は、基本理念及び協働の基本原則に基づき、市民協働を推進するための具体的な



 

 

 

計画を定め、市民協働の推進に資する各施策を実施するものとする。市民協働は、市の

かかえる社会的課題を解決する手法であり、担当課は『府中市総合計画』をはじめ市に

おける諸計画・諸施策、諸事業などにこうした課題を反映し、課題解決に必要な協働の

手法を構築し、協働して実施する責務がある。 

２ 前項に規定する市民協働を推進するための具体的な計画を定める場合の調査審議は、

府中市附属機関の設置等に関する条例（平成 27年条例第１号）第２条第１項に規定する

府中市市民協働推進会議において行うものとする。 

３ 市は、市民による自発的な公共的又は公益的な活動及び市民協働を促進するため、市

の課題を明確かつ簡潔に示すよう努めるものとする。 

４ 市は、市民に対し、市民協働事業が円滑に行われるために、必要な支援に努めるもの

とする。 

５ 市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情報提供を行

うよう努めるものとする。 

６ 市は、事業の執行に当たっては、常に市民協働の観点から検討を行うとともに、市民

の意見を事業に反映させるよう努めるものとする。 

 

（中間支援組織・コーディネーターの役割） 

第７条 協働を行う各主体間においての連携やコーディネート及び協働に関する情報や知

識の提供を行うものとする。 

２ 協働の各主体を媒介又は連携させ、情報の交流のための場を提供するものとする。 

３ とくに中間支援組織においては、市に対し、市民の立場を踏まえた政策提言を行うも

のとする。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

 

付 則  

この条例は、令和●年●月●日から施行する。 

 

 


